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 富山県道路交通法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和５年３月31日 

                    富山県公安委員会委員長 林 和夫  

富山県公安委員会規則第６号 

   富山県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 

 富山県道路交通法施行細則（昭和47年富山県公安委員会規則第２号）の一部を次 

のように改正する。 

 目次中「車両」を「車両等」に、 

「第４章 安全運転管理者等の選任及び教習等（第18条－第24条）」 

を 

「第４章 安全運転管理者等の選任及び教習等（第18条－第24条） 

 第４章の２ 特定自動運行の許可等（第24条の２―第24条の５）」 

に改める。 

 「第２章 車両の交通方法」を「第２章 車両等の交通方法」に改める。 

 第12条を次のように改める。 

 （遠隔操作による通行の届出の手続） 

第12条 法第15条の３第１項及び府令第５条の４第１項に規定する公安委員会に対 

 する届出は、富山県警察本部交通部交通企画課（以下「交通企画課」という。） 

 において行うものとする。 
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２ 法第15条の３第１項の規定による届出は、府令別記様式第１の３の４の遠隔操 

 作型小型車使用届出書（新規・変更）（府令第５条の４に規定する届出書）及び 

 同条第３項各号に掲げる書類を提出して行うものとする。 

 第12条の次に次の３条を加える。 

 （遠隔操作型小型車使用届出番号等の通知） 

第12条の２ 法第15条の３第３項の規定による通知は、遠隔操作型小型車通行届出 

 番号等通知書（様式第９号の２）により行うものとする。 

 （報告及び検査） 

第12条の３ 法第15条の５第１項の規定により、遠隔操作型小型車の使用者に対し、 

 報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料提出要求書（様式第９号の３） 

 を当該使用者に交付して行うものとする。 

２ 法第15条の５第１項の規定により、警察職員を立ち入らせるときは、同条第２ 

 項に規定する身分を示す証票として身分証明書（様式第９号の４）を関係者に提 

 示して行うものとする。 

 （遠隔操作型小型車の使用者に対する指示） 

第12条の４ 法第15条の６の規定による遠隔操作型小型車の使用者に対する指示は、 

 遠隔操作による通行に関する指示書（様式第９号の５）により行うものとする。 

 第４章の次に次の１章を加える。 

   第４章の２ 特定自動運行の許可等 

 （許可等の手続） 

第24条の２ 法第75条の12第１項及び法第75条の16並びに府令第９条の24並びにこ 

 の章に規定する公安委員会に対する申請は、交通企画課において行うものとする。 

２ 法第75条の13第２項の規定による意見の聴取は、特定自動運行の許可に関する 

 意見聴取書（甲）（様式第19号の４）に前項で申請のあった書類の写し及び関係 

 書類を添えて行うものとする。 

３ 府令第９条の22の規定による意見の聴取は、特定自動運行の許可に関する意見 

 聴取書（乙）（様式第19号の５）により行うものとする。 

４ 法第75条の14の規定による特定自動運行を不許可とする場合の通知は、不許可 

 通知書（様式第19号の６）により行うものとする。 
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 （許可証の返納） 

第24条の３ 府令第９条の38の規定による許可証の返納は、許可証返納届出書（様 

 式第19号の７）により行うものとする。 

 （報告及び検査） 

第24条の４ 法第75条の25第１項の規定により、特定自動運行実施者に対し、その 

 特定自動運行に関し報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料提出要求書 

 （様式第19号の８）を当該実施者に交付して行うものとする。 

２ 法第75条の25第１項の規定により、警察職員を立ち入らせるときは、同条第２ 

 項に規定する身分を示す証票として身分証明書（様式第19号の９）を関係者に提 

 示して行うものとする。 

 （特定自動運行実施者に対する指示） 

第24条の５ 法第75条の26第１項の規定による特定自動運行実施者に対する指示は、 

 特定自動運行に関する指示書（様式第19号の10）により行うものとする。 

２ 法第75条の26第２項の規定による意見の聴取は、特定自動運行に係る行政処分 

 に関する意見聴取書（様式第19号の11）により行うものとする。 

 様式第９号の次に次の４様式を加える。 
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様式第９号の２(第12条の２関係) 
 

 

遠隔操作型小型車通行届出番号等通知書 

 

  

  年  月  日  

 

            殿 

 

富山県公安委員会 印  

 

 道路交通法第15条の３の第３項の規定により、次のとおり通知する。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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 報 告 
資料提出   要 求 書 

 

                           年  月  日 

              殿 

 

                        富山県公安委員会 印 

 

 道路交通法第15条の５第１項の規定により、報告・資料の提出を求めます。 

報告・資料の提出 

を求める理由 

 

報告を求める事項 

提出を求める資料 

 

備      考  

   備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

様式第９号の３（第12条の３関係） 
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様式第９号の４（第12条の３関係) 
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様式第９号の５（第12条の４関係) 
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 様式第19号の３の次に次の８様式を加える。 
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様式第19号の４（第24条の２関係） 
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様式第19号の５（第24条の２関係） 
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様式第19号の６（第24条の２関係） 
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様式第19号の７（第24条の３関係） 
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様式第19号の８（第24条の４関係） 
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様式第19号の９（第24条の４関係） 
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様式第19号の10（第24条の５関係） 
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様式第19号の11（第24条の５関係） 
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 様式第26号の11を次のように改める。 
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様式第26号の11（第44条関係） 
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 様式第26号の13を次のように改める。 
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様式第26号の13（第44条関係） 
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   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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